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令和　6年　3月　5日号

回
覧

富洲原地区市民センター ☎365-1136

（富洲原地区のホームページから最新のセンターだよりや、

バックナンバーもカラーで読むことができます。）

富洲原地区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://tomisuhara.net/

富洲原地区団体事務局（ｾﾝﾀｰ１階）☎365-1174

令和６年能登半島地震で被災された方への

新たな支援について ＜ホームページ＞

本市では、被災された方を支援する新たな制度を設けましたのでご案内します。

■被災者支援相談窓口 市役所１階 市民相談コーナー ☎ 325-6807

項目 支援の概要 担当課 

能登半島地震被災者

見舞金の給付受付 

災害救助法の適用となった地域に住所を有し、住

家を失った世帯で、本市へ避難し１カ月以上居住

（予定）している世帯に対し、１世帯８万円（単

身世帯は４万円）の見舞金を給付します。 

（※１回限り） 

福祉総務課 

☎ 354-8109 

能登半島地震被災者

生活準備支援金 

被災地から本市に避難され、市営住宅に１カ月以

上居住(予定)する方に、生活を送るために必要な

物品等を揃えるための支援金を、1 戸あたり 20

万円給付します。 

市営住宅課 

☎ 354-8218 

被災者入所受入 

支援事業 

（介護保険施設等） 

被災地から本市に避難された方を、介護保険施設

等にて令和７年１月末までに受け入れた法人に対

し、受け入れ準備等にかかる経費として、入所者

１人あたり 5 万円を補助します。 

介護保険課 

☎ 354-8190 

被災者入所受入 

支援事業 

（障害福祉施設） 

被災地から本市に避難された方を、障害福祉施設

にて令和７年１月末までに受け入れた法人に対

し、受け入れ準備等にかかる経費として、入所者

１人あたり 5 万円を補助します。 

障害福祉課 

☎ 354-8527 

被災者入所受入 

支援事業 

（児童福祉施設） 

被災地から本市に避難された方を、児童福祉施設

にて令和７年１月末までに受け入れた法人に対

し、受け入れ準備等にかかる経費として、入所者

１人あたり 5 万円を補助します。 

こども家庭課  

☎ 354-8276 

こども発達支援課 

☎ 354-8064 

被災者雇用奨励金 

被災地から本市に避難された方を 3 カ月以上雇用

する市内の事業主に対し、奨励金 10 万円（１人

あたり）を交付します。 

商業労政課 

☎ 354-8417 

 

口座振替で‼
納税は、便利で安心な 【お問合せ先】 収納推進課

☎ 354-8141

FAX  354-8309
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令和6年４月～令和7年３月までの「ごみ収集日程表」を広報

よっかいち３月上旬号と一緒に配布します。

※一年間、大切にご利用ください。

※各窓口では、通訳（スペイン語）、テレビ電話通訳サービス（13 言語）の対応が可能です

学  校  教  育  課 ☎ 354-8250 ●市立小・中学校の転校　●新入学手続きなど

　
3
階

総
合
会
館

こども保健福祉課 ☎ 354-8083 ●児童手当　●子ども医療費助成の手続き

9
階

保  険  年  金  課 ☎ 354-8159 ●国民健康保険・後期高齢者医療の手続き

介  護  保  険  課
☎ 354-8427
☎ 354-8190

●要介護認定申請の受付　●介護保険料の相談・収納など

窓　　　口 取　 　 　扱　　　業　　　務

市
役
所
1
階

市  　民  　課 ☎ 354-8152

●転入・転出などの手続き

（マイナンバーカード・住基カードを利用する転入・転出届は除く）

●戸籍の届出 　●住民票の写し（広域交付住民票は除く）

●戸籍の証明書の交付 　●印鑑登録・証明書の交付

●各種市税証明の交付

★窓口にお越しいただく人の本人確認書類が必要です。

※代理人などが請求する場合は、併せて委任状が必要です。

 外国人市民向け生活オリエンテーション（生活情報案内）開設時間 9:00～12:00、13:00～16:00

2
階

市　 民 　税 　課 ☎ 354-8133
●原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など

　（四日市市発行のナンバープレートのみ）

3
階

3月31日（日） 8:30～17:15【日時】

◆広報よっかいち３月上旬号に関連情報を掲載していますのでご覧ください。

春の引っ越しシーズンに合わせて、日曜日に市役所の窓口を開きます。

平日は忙しくて手続きに行けないという方は、ぜひご利用ください。

また、近隣市町（ 桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市）も同じ日に

窓口を開きますので、開設する市町間の転入・転出の手続きは1日で済ますことがで

きます。

市役所で『日曜窓口』を開設します！

◎３月31日に日曜窓口を開設するのは、市役所本庁舎及び総合会館の上記場所のみです。

地区市民センターでは開設していませんので、ご注意ください。
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市民センター主催にて、特定非営利活動法人 愛マムズＩＴ

倶楽部より４名の講師の方々をお迎えし、Instagram初心者講

座「はじめてのインスタグラム」を開催しました。

受講中にメモなどを取るよりは、すぐに実践して覚えていた

だきたい！という講師の方々の思いから、8名の受講者の方々

にきめ細やかに、スマートフォンの操作を指導されていました。

音声入力を使って「四日市ランチ」などを検索してみたり、
写真や動画を閲覧して楽しんだ後、最後には受講者の皆さん
自身でインスタグラムに写真を投稿することが出来ました。
「少し難しかったけど、インスタグラムは楽しそうだ」
「じっくり教えてもらえて良かった」「また続きをやってほ
しい」などの感想をいただきました。

市議会 議会報告会のお知らせ

≪ 風力・太陽光発電機と蓄電装置を設置しました ≫

令和６年２月、富洲原地区市民センターに風力・太陽光発

電機と蓄電装置を設置しました。工事中はセンター利用者の

方々にはご不便をおかけしました。

これは、センター２階に蓄電池を設置して、風力と太陽光

を利用し発電した電力を蓄めておくことで、環境への配慮及

び災害時の非常用電源となることを目的としています。

平常時には、大会議室の利用時に音響装置やパソコンの電

源にも使用できるほか、災害時などの停電時には非常用照明

やスマートフォンなどの必要な電力の供給が可能です。

センター庁舎の南側に建った、白い風力・太陽光発電機を

センターにお越しの際にご覧ください。

2/14

(水）
「はじめてのインスタグラム」を開催しました

2/17

(土）
富洲原地区連合自主防災隊の

視察研修が開催されました

連合自主防災隊の視察研修として、総勢20名が浜松市防災学習センター「はま防～

家」と浜松市内に設置された防潮堤を視察しました。防災学習センター「はま防～家」で

は、浜松市のまちの構造や災害の歴史をはじめ、様々な防災対策を学びました。

また、巨大地震に備えた国内最大級の防潮堤「一条堤」を訪れ、全長17.5ｋｍ・高さ

は最大15ｍといった想像を超える防潮堤の一部を見学して、貴重な体験となりました。
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市議会 議会報告会のお知らせ
２月定例月議会の議会報告会を３月28日、30日に開催します。定例月議会でどの

ような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後

にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学

する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞ

お気軽にお越しください。

第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）

※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。

※手話通訳・要約筆記いたします（事前予約は不要です）。

※天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。

※状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性がありますので、

あらかじめご了承願います。

【問合せ】議会事務局 議事課 ☎ 354-8340 FAX 354-8304

日 時 
３月 28 日（木） ３月 30 日（土） 

18:30 ～ 20:30 13:30 ～ 15:30 

会 場 

総合会館 三浜文化会館 

７階第１研修室 ２階視聴覚室 

諏訪町２番２号 海山道町一丁目 1532－１ 

シティ・ミーテ

ィングのテーマ 
市政全般について 

 

犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく！

【注意事項】
※ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御で

きる人が連れてお越しください（会場での事故等などに、市および獣医師会は責任
を負いかねます）

※ふん尿は、連れて来た人が責任を持って始末してください
※詳細については下記にお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください

【日 時】 4月１2日（金）13:５0～14:20（雨天の場合も実施）

【会 場】富洲原地区市民センター駐車場

【持 ち 物】＜市内に登録のある犬＞お知らせのハガキ（3月下旬発送予定）と注射費用

＜新たに登録する犬＞ 登録費用と注射費用

※市外で登録があり、転入登録する犬は、集合注射会場では受付できません

ので、下記までお問合せください。

【費 用】＜集合注射＞ 1頭につき3,400円

（注射料金2,850円＋注射済票交付手数料550円）

＜登 録＞ 1頭につき3,000円

★令和6年度より、犬と飼い主の安全性を考慮し、公園等の屋外での会場数の縮小を図り、
かかりつけの動物病院での個別注射を推進していきますので、ご理解とご協力をお願い
します。

【問 合 せ】保健所 衛生指導課 ☎ 352-0591

生後91日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防注射月間」の4～6月に狂犬病予防注射を
受けさせることが法律で義務付けられています。「動物病院」または市が行う「集合注
射会場」で狂犬病の予防注射を受けさせてください。なお、富洲原地区での集合注射は
下記の通りです。
また、犬の生涯に1回の登録と、市内で新たに犬をお飼いになる際は転入の届けもお願

いします。


